
令和７年 10 月 30 日招集

令和７年第８回琴浦町議会臨時会

【諸般の報告】

報告第 22 号 専決処分について〔琴浦町被災者住宅再建等支援事業助成条例の一部改

正について〕
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報告第２２号

専決処分について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

つぎのとおり専決したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

１ 琴浦町被災者住宅再建等支援事業助成条例の一部改正について

令和 ７ 年１０月３０日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子
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専 決 処 分 書

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１８０条第１項の規定により、

下記事件を別紙のとおり専決する。

記

琴浦町被災者住宅再建等支援事業助成条例の一部改正について

令和 ７ 年 ９ 月２４日

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子
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令和７年琴浦町条例第32号

琴浦町被災者住宅再建等支援事業助成条例の一部を改正する条例

琴浦町被災者住宅再建等支援事業助成条例(平成16年琴浦町条例第24号)の一部を

次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示す

ように改正する。

改正後 改正前

別表(第３条関係) 別表(第３条関係)

対象

事業

完

了

期

間

対象者 申

請

期

間

交付定額

略

(８)

一

部

損

壊

世

帯

の

居

宅

の

補

修

略 補修に要する

経費(30万円

(災害救助法

(昭和22年法

律第118号)第

４条第１項第

７号の被災し

た住宅の応急

修理(以下

「住宅の応急

修理」とい

う。)を受け

ることができ

る場合にあっ

ては、30万円

から当該住宅

の応急修理の

対象

事業

完

了

期

間

対象者 申

請

期

間

交付定額

略

(８)

一

部

損

壊

世

帯

の

居

宅

の

補

修

略 補修に要する

経費(30万円

(災害救助法

(昭和22年法

律第118号)第

４条第１項第

６号の被災し

た住宅の応急

修理(以下

「住宅の応急

修理」とい

う。)を受け

ることができ

る場合にあっ

ては、30万円

から当該住宅

の応急修理の
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

ために支出さ

れるべき費用

の額を控除し

た額)を限度

とする。)

略

ために支出さ

れるべき費用

の額を控除し

た額)を限度

とする。)

略


